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ア
フ
リ
カ
開
発
会
議
（
Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｄ
）
に
お
け
る
「
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
認
定
に
関
す
る
タ
ン
ザ
ニ
ア
及
び
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
政
府
等
の
公
表
内
容
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

横
浜
で
開
催
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
開
発
会
議
（
Ｔ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｄ
）
に
あ
わ
せ
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
は

国
内
四
自
治
体
を
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
「
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
に
認
定
し
た
。 

 

こ
の
認
定
に
関
し
、
山
形
県
長
井
市
が
「
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
と
な
っ
た
タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国
（
以
下
、
「
タ
ン
ザ
ニ

ア
」
と
い
う
。
）
で
は
、
地
元
メ
デ
ィ
ア
が
「
日
本
は
長
井
市
を
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
捧
げ
た
」
な
ど
と
報
じ
た
ほ
か
、
千
葉
県
木

更
津
市
が
「
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
と
な
っ
た
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
共
和
国
（
以
下
、
「
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
」
と
い
う
。
）
の
政
府

は
、
「
木
更
津
市
で
働
く
た
め
の
特
別
ビ
ザ
が
用
意
さ
れ
る
」
と
公
式
に
発
表
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
報
道
及
び
発
表
は
、
当
該
自
治
体
の
み
な
ら
ず
、
日
本
国
民
に
対
し
て
も
大
き
な
驚
き
と
懸
念
を
与
え
る
も
の
で

あ
り
、
事
実
関
係
及
び
日
本
国
政
府
と
相
手
国
政
府
と
の
間
の
認
識
に
つ
い
て
、
重
大
な
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
危
惧

さ
れ
る
。 

 

以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
「
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
認
定
に
関
連
し
て 



 

２ 

 

 
１ 

政
府
は
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
地
元
メ
デ
ィ
ア
が
「
日
本
は
長
井
市
を
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
捧
げ
た
」
な
ど
と
報
じ
た
事
実
を
承

知
し
て
い
る
か
。 

 

２ 

政
府
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
が
「
木
更
津
市
で
働
く
た
め
の
特
別
ビ
ザ
が
用
意
さ
れ
る
」
と
発
表
し
た
事
実
を
承
知

し
て
い
る
か
。 

二 

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
地
元
メ
デ
ィ
ア
が
「
日
本
は
長
井
市
を
タ
ン
ザ
ニ
ア
に
捧
げ
た
」
な
ど
と
い
う
報
道
を
行
う
に
至
っ
た
背

景
及
び
経
緯
に
つ
い
て
、
政
府
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
等
の
関
連
機
関
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。 

三 

二
に
関
連
し
て
、
政
府
か
ら
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
政
府
ま
た
は
同
国
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
、
「
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
に
つ
い
て
事
前

に
ど
の
よ
う
な
説
明
が
行
わ
れ
た
か
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
招
く
可
能
性
の
あ
る
情
報
提
供
や
説
明
が
行
わ
れ
た
事
実
は
あ

る
か
。 

四 

査
証
制
度
は
入
国
管
理
政
策
の
根
幹
に
関
わ
る
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
が
、
「
木
更
津
市
で
働
く
た
め
の
特
別
ビ
ザ
が
用

意
さ
れ
る
」
と
発
表
す
る
に
至
っ
た
背
景
及
び
経
緯
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。 

五 

四
に
関
連
し
て
、
政
府
か
ら
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
に
対
し
、
「
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
に
つ
い
て
事
前
に
ど
の
よ
う
な
説
明

が
行
わ
れ
た
か
。
即
時
ま
た
は
将
来
的
な
「
特
別
ビ
ザ
」
の
新
設
や
既
存
ビ
ザ
の
運
用
緩
和
を
示
唆
す
る
よ
う
な
協
議
、
提



 

３ 

 

案
、
ま
た
は
言
及
が
行
わ
れ
た
事
実
は
あ
る
か
。 

六 
「
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
認
定
に
あ
た
り
、
政
府
と
タ
ン
ザ
ニ
ア
政
府
ま
た
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
と
の
間
で
、
当
該
認
定
の

趣
旨
、
内
容
、
ま
た
は
関
連
す
る
協
力
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
合
意
文
書
、
覚
書
（
Ｍ
Ｏ
Ｕ
）
、
議
事
録
、
共
同
声
明
、
そ

の
他
何
ら
か
の
取
決
め
を
記
し
た
メ
モ
ま
た
は
文
書
（
公
式
・
非
公
式
を
問
わ
ず
、
電
子
メ
ー
ル
等
の
電
磁
的
記
録
を
含

む
。
）
を
交
換
ま
た
は
作
成
し
た
事
実
は
あ
る
か
。 

七 

六
に
関
連
し
て
、
何
ら
か
の
文
書
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
文
書
の
形
式
、
名
称
、
作
成
（
交
換
）
日
時
、
当
事
者
（
署

名
者
）
、
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
当
該
文
書
の
う
ち
公
表
に
支
障
の
な
い
部

分
を
速
や
か
に
公
表
さ
れ
た
い
。 

八 

本
来
、
友
好
親
善
と
相
互
理
解
を
深
め
る
た
め
の
国
際
交
流
事
業
で
あ
る
が
、
今
回
の
「
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
」
認
定
と
い
う

名
称
や
趣
旨
が
、
相
手
国
に
お
い
て
「
領
土
の
割
譲
」
や
「
特
別
な
ビ
ザ
発
給
」
を
想
起
さ
せ
た
こ
と
、
我
が
国
の
主
権
や

出
入
国
管
理
政
策
の
根
幹
に
関
わ
る
重
大
な
誤
解
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
、
さ
ら
に
日
本
国
民
の
重
大
な
不
信
を
招
い
た
こ
と

は
、
政
府
の
重
篤
な
失
策
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
。 

 

１ 

本
件
の
顛
末
に
つ
い
て
、
政
府
は
重
大
な
事
態
と
し
て
認
識
し
て
い
る
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 



 

４ 

 

 
２ 

こ
れ
ら
の
報
道
・
発
表
に
対
し
、
日
本
国
政
府
と
し
て
、
相
手
国
政
府
や
メ
デ
ィ
ア
へ
の
事
実
確
認
及
び
訂
正
の
申
入

れ
等
の
必
要
な
対
応
を
行
っ
た
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
再
発
防
止
策
を
検
討
、
実
施
し
て
い
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


